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2019年 12月 2日 

 

株式会社 岩手銀行 

 

≪いわぎん≫「冬のトリプルキャンペーン」および「こどもよきんキャンペーン」の実施について 

 

岩手銀行（頭取 田口 幸雄）では、12月 2日（月）より標記キャンペーンを実施いたします。 

「冬のトリプルキャンペーン」では、期間中に対象の定期預金にお預入れいただいたお客さまに先着

プレゼントを進呈いたします。対象の国債をご購入、対象の積立投資信託を新規申込または増額、個人

型確定拠出年金を新規申込いただいたお客さまにはギフトカードを進呈いたします。また、昨年に続き

お子さまの将来に向けた準備の一助として「こどもよきんキャンペーン」を実施いたします。 

なお、具体的なキャンペーンの内容につきましては下記のとおりとなります。 

 岩手銀行は、今後ともお客さまのご意見を伺いながら、サービスの充実に努めてまいりますので、  

変わらぬご愛顧を宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．キャンペーン名称 

（１）「≪いわぎん≫冬のトリプルキャンペーン」 

（２）「≪いわぎん≫こどもよきんキャンペーン」 

２．キャンペーン期間 

  2019年 12月 2日（月）～2020年 1月 31日（金） 

３．キャンペーン概要（詳しくは別添のチラシをご覧ください） 

（１）「≪いわぎん≫冬のトリプルキャンペーン」 

①「定期預金コース」 

   対象商品をご成約いただいたお客さまを対象に、先着プレゼントを進呈いたします。 

ａ 対象商品：自動継続式スーパー定期預金（期間１年） 

項 目 内 容 

対象者 個人のお客さま（個人事業主さまを含みます。） 

預入原資 
10万円以上の新規お預入れ 

または 10万円以上の新規お預入れ分を含めた増額による書替 

預入金額 10万円以上 500万円以下（１円単位）口数制限はございません。 

適用金利 
店頭表示金利 

※満期到来後は、満期日における店頭表示金利となります。 

預入種類 通帳式（総合口座定期預金への預入可） 

中途解約 中途解約の場合、当行所定の中途解約利率を適用させていただきます。 
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項 目 内 容 

その他 

※本定期預金の取扱いは、窓口のみとさせていただきます。 

※本預金は預金保険制度の対象となります。 

※金利情勢等により、予告なく本商品の内容変更や取扱中止をする場合がございます。 

ｂ 先着プレゼント（合計 4,000個） 

項 目 内 容 

ハンディシーラー 

ブロックチェックキッチンクロス 2枚 

左記商品の中から 1個進呈いたします。 

なお、なくなり次第終了とさせていただきます。 

 ②「国債コース」 

対象の国債をご購入いただいたお客さまに、ギフトカードを進呈します。 

ａ 対象商品：国債（利付国債、個人向け国債） 

項 目 内 容 

対象者 
20 歳以上の個人のお客さま（未成年者は、親権者（未成年後見人を含みます。）が対

象となります。） 

購入金額 
50 万円以上 

※同日に複数銘柄ご注文いただいた場合は、合計金額をご購入金額といたします。 

ｂ プレゼント 

項 目 内 容 

プレゼント 

500 円のギフトカードを進呈いたします 

※ギフトカードは必要事項をご記入いただいた引換証と引換にお渡しします。 

※期間中、お一人様一回限りとさせていただきます。 

③「積立コース」 

対象の積立投資信託ステップ-Ｉを新規申込または増額、積立投資信託ターゲット-Ｉ、個人型

確定拠出年金（iDeCo）を新規申込いただいたお客さまに、ギフトカードを進呈します。 

ａ 対象商品：積立投資信託（ステップ-Ｉ、ターゲット-Ｉ）、ただし、下記対象外取引を除く。 

：＜いわぎん＞個人型確定拠出年金（iDeCo）プラン 

項 目 内 容 

対象者 20歳以上の個人のお客さま（ジュニアＮＩＳＡは、運用管理者が対象となります。） 

申込金額 
ステップ-Ｉは 5千円以上の新規申込または増額、iDeCo は 5千円以上の新規申込 

ターゲット-Ｉは 10万円以上の新規申込（ご購入金額には手数料も含みます。) 

対象外取引 

以下の場合は、本キャンペーンの対象になりません。 

・ノーロードファンドのご購入 

・インターネット投資信託取引サービスによるお取引 

・当行が不適切なお取引と判断した場合 

・2018年 12月から 2019年 11月に積立中止、減額の申込をしている場合 
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ｂ プレゼント 

項 目 内 容 

プレゼント 

500円のギフトカードを進呈いたします 

※ギフトカードは必要事項をご記入いただいた引換証と引換にお渡しします。 

※期間中、お一人様一回限りとさせていただきます。 

（２）「≪いわぎん≫こどもよきんキャンペーン」 

 ① 0 歳～15 歳のお子さま名義で、1 万円以上のお預入れによる普通預金口座を開設いただいた方

に、図書カード 500円分とオリジナル通帳ケースを進呈いたします。 

 ② 2016年 12月～2017年 1月、2017年 12月～2018年 1月、2018年 12月～2019年 1月に「こど

もよきん」口座を開設されたお客さまで、1 万円以上のお預入れをしていただいた方に、図書

カード 500円分を進呈いたします。 

③ ①、②のお客さまで、ジュニアＮＩＳＡ口座を開設していただいた方には、さらに 500円分の

ギフトカードを進呈いたします。 

※ 「こどもよきん」とは、こどもよきんキャンペーンにて開設された口座であり、一般の普

通預金口座と異なるものではございません。 

※ 未成年の方の総合口座の作成はいたしかねます。 

※ お一人さま 1口座とし、１回限りのプレゼントとさせていただきます。 

※ ジュニアＮＩＳＡ口座開設によるギフトカードのプレゼントは、口座開設用紙受入時に店

頭にて親権者さま、または未成年後見人さまに進呈いたします。 

 

以 上 

【本件ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社岩手銀行 リテール戦略部 佐々木 

電話 ０１９－６２３－１１１１           
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国債に関するご留意していただきたい事項 

 

※ 2019年 12月 2日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国債は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

○ 個人向け国債は、発行から 1 年経過するまでは、原則中途換金できません。（保有者ご本

人が亡くなられた場合、一定の条件の自然災害に罹災した場合は、1 年未満でも換金できま

す。） 

○ 個人向け国債は、発行から１年経過し中途換金する場合、受取金額は「額面金額＋経過利

子相当額－(2 回分の利子（税引前）相当額×0.79685)」となります。 

○ 個人向け国債（変動・10 年）は、半年ごとに実勢金利に応じて金利を変動させる「変動

金利制」を採用していますので、金利の低下により当初期待した収益が得られない場合があ

ります。ただし、適用利率は 0.05％が下限となります。 

○ 利付国債は、償還日より前に換金する場合、時価での換金になります。時価はその時々の

市場金利の動き等で変動するので、換金額が元本を割り込む可能性があります。 

○ 利付国債は、市場での需要が少ない場合、市場実勢から期待できる価格で換金できなくな

る、または、換金の受付ができなくなる可能性があります。 

○ 利付国債の募集条件等は、金融機関によって異なる場合があります。 

○ 商品の運用による利益と損失は、ご購入いただいたお客様に帰属します。 

○ 口座の開設および維持等について、手数料は必要ありません。 

○ 国債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 

○ 国債は、クーリングオフの対象ではありません。 

○ 利払日の 9 営業日前から 3 営業日前までの期間、および償還日までの期間が 9 営業日と

なった以降は、換金のお申込みができません。 

○ 利子は 20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税 5％）の税率による申

告分離課税の対象となりますが、上場株式等の所得との損益通算が可能です。なお、利払い

時に支払われる利子に対して源泉徴収が行われます。 

○ マル優・特別マル優制度がご利用いただけます。 

○ ご購入に際しては、必ず「契約締結前交付書面」の内容をご確認いただき、お客さまご自

身でご判断くださいますようお願いいたします。 
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投資信託に関するご留意していただきたい事項 

 

※ 2019年 12月 2日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商        号 ／ 株式会社岩手銀行 

登録金融機関    東北財務局長（登金）第３号 

加 入 協 会  ／  日本証券業協会 

 

○ 投資信託は預金でなく、元本は保証されていません。投資信託は預金保険制度の対象で

はありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 

  ○ 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。 

○ 投資信託は国内外の株式・債券・金融派生商品等の値動きのある金融商品に投資します（外

貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。したがって、元本

が保証されるものではありません。また、一部投資信託が行っているいわゆる新興国への投

資には政治・経済情勢の変化等により、先進国に比べてより大きなリスクが伴います。ファ

ンドに生じた利益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属しますので、お客

さまのご投資された元本に損失が生じるおそれがあります。 

  ○ 投資信託に投資するお客さまには、主に次の費用をご負担いただきます。「申込手数料」

はご購入の際に直接負担いただく費用で最高料率は 3.30％（税込）、「信託報酬」は保有期

間中に間接的に負担していただく費用で最高料率 2.024％（税込）、「信託財産留保額」はご

換金時に直接負担していただく費用で最高料率 0. 50％、「その他費用」は組入有価証券の

売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等、

保有期間中にご負担いただく費用（運用状況等により変動するため、事前に上限の料率等

は表示できません）があります。 

  ◇「信託報酬」に関するご留意事項（詳細は、交付目論見書でご確認ください。） 

一部の投資信託については、投資先ファンドの管理事務代行報酬および資産保管会社報

酬につき最低報酬金額が設定されていることにより、純資産総額が少額な場合や投資先フ

ァンドの組入状況が変化した場合は、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性が

あります。また、その他外国投資信託の信託報酬については、固定報酬部分が定額となっ

ていることにより、純資産総額の増減や為替相場の影響等により円換算後の信託報酬率が

変動する場合等においては、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性があります。 

○ いずれの商品のご購入についても、その運用による利益と損失は、ご購入いただいたお客

さまに帰属します。 

○ 上記のリスク・条件等は銘柄によって異なりますので、ご購入に際しては必ずそれぞれの  

「商品概要説明書（投資信託は目論見書）」等および「契約締結前交付書面」の内容をご確

認いただき、お客さまご自身でご判断くださいますようお願いいたします。 
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個人型確定拠出年金に関するご留意していただきたい事項 

 

※ 2019年 12月 2日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

○ 個人型確定拠出年金は、原則として中途脱退はできません。ただし、以下の条件を全て満

たす場合のみ脱退ができます（2017 年 1 月 1 日以降に、加入者資格を喪失した場合）。 

 １．国民年金の保険料免除者であること。※ 

 ２．障害給付金の受給者ではないこと。 

 ３．通算拠出期間が 1 ヵ月以上 3 年以下であること（企業年金等からの移管金がある場合

は旧制度の加入者期間が通算されます）または個人別管理資産の額が 25 万円以下である

こと。 

 ４．企業型確定拠出年金の加入者または個人型確定拠出年金の加入者の資格を喪失した日か

ら起算して 2 年を経過していないこと。 

 ５．企業型確定拠出年金からの脱退一時金の支給を受けていないこと。 

  ※第１号被保険者で、生活保護、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予のいずれかの

国民年金保険料の免除納付者 

○ 原則として 60 歳（受取開始可能年齢）まで途中の引出しはできません。 

○ 加入から受取りが完了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入から６０歳ま

での期間が短くかつ掛金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を下回ることがあります。 

○ 60 歳時点で通算加入者等期間（確定拠出年金の加入期間）が 10 年に満たない場合、段階

的に最高 65 歳まで受取りを開始できる年齢（受取開始可能年齢）が繰り下がります。 

○ 掛金は、原則 60 歳（59 歳 11 カ月目）まで拠出できます。 

○ 毎月の掛金は、5,000 円以上 1,000 円単位、毎年 4 月～翌年 3 月までの 1 年間で回のみ変

更できます。氏名、住所、企業年金等の加入状況、被保険者種別等に変更がある場合は、各

種変更届の提出が必要となります。 

   

 








